






【凡例】 

このテキストで⽤いた法令名等の略称とその正式名称は、次のとおりです。 
▼「法」⼜は「液化⽯油ガス法」 

→    液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 
（昭和４２年１２⽉２８⽇ 法律第１４９号） 

▼「施⾏令」⼜は「液化⽯油ガス法施⾏令」 
→    液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏令 
（昭和４３年２⽉７⽇ 政令第１４号） 

▼「規則」、「施⾏規則」⼜は「液化⽯油ガス法施⾏規則」 
→     液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏規則 
（平成９年３⽉１０⽇ 通商産業省令第１１号） 

▼「保安業務告⽰」 
→ 保安業務に係る技術的能⼒の基準等の細⽬を定める告⽰ 
（平成９年３⽉１３⽇ 通商産業省告⽰第１２２号） 

▼「供給・消費・特定供給設備告⽰」 
→    供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細⽬を定める告⽰ 
（平成９年３⽉１３⽇ 通商産業省告⽰第１２３号） 

▼「強制排気式燃焼器告⽰」 
→    液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏規則に基づき強制排気式の燃焼器を定める件 
（平成１９年３⽉１３⽇ 経済産業省告⽰第６５号） 

▼「屋内設置告⽰」 
→   液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏規則の規定に基づき

容器を屋外に置くことが著しく困難な場合を定める件 
（平成9年3⽉25⽇ 通商産業省告⽰第142号） 

▼「認定販売事業者告⽰」 
→   液化⽯油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細⽬を定める告⽰ 
（平成9年3⽉13⽇ 通商産業省告⽰第121号） 

▼「通達」 
→     液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運⽤及び解釈の基準について 

（20190308保局第5号 平成31年3⽉15⽇） 
▼「例⽰基準」 

→     液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏規則の機能性基準の運⽤について 
（20210203保局第1号 令和3年2⽉25⽇） 

▼「器具省令」 
→    液化⽯油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 
（昭和４３年３⽉２７⽇ 通商産業省令第２３号） 

▼「特定保守製品省令」 
→     経済産業省関係特定保守製品に関する省令 
（平成20年3⽉28⽇ 経済産業省令第26号） 

▼「特監法」 
→    特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に関する法律 
（昭和５４年５⽉１０⽇ 法律第３３号） 

▼「特監則」⼜は「特監法施⾏規則」 
→     特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に関する法律施⾏規則 
（昭和５４年１０⽉１１⽇ 通商産業省令第77号） 

▼「消安法」 
→     消費⽣活⽤製品安全法 
（昭和４８年６⽉６⽇ 法律第３１号） 

▼「消安則」⼜は「消安法施⾏規則」 
→     消費⽣活⽤製品安全法施⾏規則 
（昭和４９年３⽉５⽇ 農林省・通商産業省令第１号） 

▼「⾼圧法」⼜は「⾼圧ガス法」 
→ ⾼圧ガス保安法 
（昭和２６年６⽉７⽇ 法律第２０４号） 

▼「液⽯則」 
→   液化⽯油ガス保安規則 
（昭和４１年５⽉２５⽇ 通商産業省令第５２号） 

▼「ガス事業法」 
→ ガス事業法 
（昭和２９年３⽉３１⽇ 法律第５１号） 

▼「⻘本」→液化⽯油ガス設備設置基準及び取扱要領（KHKS  0738）[特別⺠間法⼈⾼圧ガス保安協会発⾏] 
▼「⿊本」→ ガス機器の設置基準及び実務指針[（⼀財）⽇本ガス機器検査協会発⾏] 
▼「業務⽤⿊本」→ 業務⽤ガス機器の設置基準及び実務指針[（⼀財）⽇本ガス機器検査協会発⾏] 
▼「ガス警報器」→  平成22（2010）年よりガス警報器⼯業会では、「ガス漏れ警報器」を「ガス警報器」と呼称統⼀ 
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 10 受託した保安機関が点検・調査のため消費者宅をたびたび訪問したが、消費者等が不在のために
点検・調査できなかった。どうすべきか。 

 10  法令上、不在にともなう点検・調査の免除⼜は延⻑等は、通達（別添１）第３４条（保安

機関の業務等）関係（20190308保局第５号 平成31年3⽉15⽇制定）に定められて
いる。当該規程に基づき、保安機関は、あらかじめ点検・調査の⽇時を連絡したり、⼀般消
費者等に都合が良い調査⽇時を設定したり、前回と別の曜⽇に再訪問を⾏うなど、訪問時
に不在である確率を減らすための⼯夫を⾏うこと。 

なお、消費設備調査については、3回以上訪問しても消費者等から連絡等がない場合、
調査拒否と同様の取扱いとすることができるが（Q＆A 9参照）、この場合にあっては、消費
者等先に訪問した際の記録＊1,2を残すこと。（Q＆A11参照） 
＊1 ガスメーター、電気メーター、⽔道メーターの指針記録等 
＊2 連絡⽤往復はがき（不在連絡票）等の控え 

 11 保安機関は、不在の消費者に対し、いかに対応するのが望ましいのか。 

 11 基本的には、保安業務規程⼜は実施細則等でその対処⽅法を規定し、保安機関の責任に
おいて対処せざるをえない。⼀般的な運⽤例を図1-4に⽰す。 
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